






要約　初回採血後に直ちに精密検査とする TSH基準値(即精検基準値)のクレチン症マスス

クリーニング開始以後の変遷について、検査施設を対象とした調査をおこなった。全 53

施設中 26施設が当初50μU/m1に設定していたが、今回の調査時点では35施設が40μU/ml

以下であった。地区のコンサルタント医師との相談後か検査施設独自に、基準値の変更を

おこなっていたが、ほとんどの施設では基準値に関する公式の勧告を望んでいた。そこで、

基準値のガイドライン設定のために、最も低い即精検基準値(TSH30μU/m1 未満)の 5 施設

と 30μU/m1の北海道、それぞれの 1989～93 年度のスクリーニング成績を解析したところ、

基準値が低い地区で必ずしも即精検後のクレチン症の発見頻度は高くなく、精検日齢も一

部で北海道より早いものの総じて遅れがみられた。こうした結果は、精検基準値の違いで

はなく、各地区での追跡調査の際の患者把握率・精検連絡体制の緊密性の違いの反映であ

ることが示唆された。以上より、ガイドライン設定のためには、より厳密な追跡調査に基

づく患者発見頻度・精検日齢といった指標によるスクリーニング成績の再評価、すなわち

システム全体の精度管理をおこなうことが前提であり、その上で各地区の成績を比較すべ

きことが明らかとなった。


